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出産したときは、出産育児一時金が支給されます。直接支払制度を利用し、出産費用が出
産育児一時金を上回ったときは差額を医療機関の窓口で支払い、下回ったときは各保険
者への申請により差額が支給されます。
　※職場等の健康保険加入者の場合、加入されている健康保険の保険者へお問い合わせ
　　ください。

◆ 出産育児一時金

◆ 国民健康保険税の減額　
国民健康保険に加入しており下記対象の方は、その年度に納める保険税の所得割額と
均等割額から、出産予定月(出産月)の前月から出産予定月(出産月)の翌々月相当分が
減額されます。※産前産後期間の保険税が0円になるとは限りません。

事業主が保険者に申し出ることにより、産前産後休業期間中の健康保険料の本人負担
分及び事業主負担分が共に免除され、免除期間に係る給付は休業前の給与水準に応じ
た給付が保障されます。

◆ 健康保険料の減額

松阪市国民健康保険に加入されている方で、令和5年11月1日以降に出
産する予定または出産した方　※妊娠85日(4か月)以上の出産が対象
です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含む）

対 象

出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間（多胎妊娠の
場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間）
の国民健康保険税が免除されます。

免 除 期 間

届書・母子健康手帳など（出産後に届出を行う場合、親子関係を明らかに
する書類が必要)・本人確認書類・世帯主、出産被保険者のマイナンバー

必 要 書 類

保険年金課または各地域振興局地域住民課にて手続きしてください。届 出 先

出産予定日の6か月前から(出産後の届出も可能)受 付 期 間

保険年金課 国民健康保険係　TEL：0598-53-4048
　　　　　　　　　　　　　 FAX：0598-26-9113

●お問い合わせ先

◆ 国民年金保険料の産前産後期間免除制度
国民年金第1号被保険者の方は、届出することにより、産前産後の一定期間にかかる国民
年金保険料が全額免除となります。また、この期間については、国民年金保険料納付済期
間として取り扱われ、老齢基礎年金額に反映されます。※出産とは妊娠85日（4カ月）以
上の出産をいい、死産、流産、早産を含みます。

出産予定日または出産日が属する月の前月から4カ月間（多胎妊娠の
場合は、出産予定日または出産日が属する月の3カ月前から6カ月間）
の国民年金保険料が免除されます。

免 除 期 間

国民年金第1号被保険者で、平成31年2月1日以降に出産した方対 象

出産予定日の6カ月前から、出産後の届出も可能です。保険年金課、各地
域振興局地域住民課または、松阪年金事務所にて手続きしてください。

届出時期と場所

届書・母子健康手帳(出産後は、市区町村で確認ができる場合は不要)
マイナンバーカードなどの本人確認書類

必 要 書 類

保険年金課 国民年金係　TEL：0598-53-4044
　　　　　　　　　　　 FAX：0598-26-9113

●お問い合わせ先

保険年金関係について

市内在住の18歳年度末までのこどもを対象に医療機関で受診された医療費の助成を
行っています。
持 ち 物 　①子の加入健康保険の資格確認書等　
　　　　　　②保護者名義の普通預金通帳
　　　　　　③子・保護者のマイナンバーが確認できるもの
　　　　　　④同意書（市で所得・課税状況の確認ができない方）
　　　　　　⑤限度額適用認定証、標準負担額減額認定証（加入の健康保険から
　　　　　　　交付を受けている方のみ。 ただし、マイナ保険証の方は不要。）
　　　　　　※保護者の所得に関係なく助成が受けられます。
　　　　　　※生活保護法による保護を受けていない方が対象です。
申請場所 　保険年金課 福祉医療係、各地域振興局地域住民課



「母子保健のしおり」にある「産婦健康診査受診票」を使って産後8週間以内に三重県内
の産科医療機関等で2回健診の助成が受けられます。

里帰り等で三重県外の産科医療機関で産婦健康診査を受診された場合でも、受診後の
申請により費用の全部または一部を助成しています。受診医療機関窓口で健診費用を
支払い後、最後に受診した日から6か月以内に申請してください。

県外で産婦健康診査を受ける場合

生後1か月～4か月の間に、保健師・看護師等の専門職による家庭訪問を実施していま
す。体重・身長の伸びの確認や、育児で気になることをご相談ください。事前に電話で訪
問日の調整をします。市外の里帰り先に訪問を希望の場合はお問い合わせください。面
談・訪問終了後には、「ひよこギフト5万円」を申請していただけます。

赤ちゃん訪問

サポーターがご家庭を訪問し、 育児のサポートを行います。
・育児の不安や妊産婦さんの話の傾聴
・育児 (沐浴、抱っこ、授乳)などの見守りやお手伝い
・きょうだいの遊び相手など
※家事支援は含まれません。

対 象 者

内　　容

利用回数
利 用 料
利用方法

児童手当は、18歳年度末までの児童を養育している方に支給されます。
手当を受けるためにはこどもを養育している親等が住所地の市区町村にて請求手続き
を行うことが必要です。
持 ち 物 　①請求者名義の口座がわかるもの（請求者とは、父母のうち所得が高い方）
　　　　　　②配偶者のマイナンバーが確認できるもの（住民票が市外の場合）
　　　　　　③児童のマイナンバーが確認できるもの（住民票が市外の場合）
申請場所 　こども未来課、各地域振興局地域住民課

松阪市に住民票がある妊婦、産後1年未満の産婦で、専門的な指導やケア
を必要としない方。（妊娠・出産・育児に不安がある方、身近に相談者がい
ない方、育児の見守りやサポートが必要な方など）

出産や育児が不安、誰かに話を聞いてほしい、上の子と遊ぶ時間がない、など妊娠・出産、
子育て等に悩みがある方をサポートします。

こどもが1歳になるまでに10回。1回1時間程度。
無料
次ページお問い合わせ先にご相談下さい。

産前・産後サポート事業

産科医療機関等やご家庭において、お母さんの体調管理・乳房のケア・授乳方法・
沐浴等の育児方法の指導・育児の相談・生活のアドバイスを行います。

対 象 　松阪市に住民票があり、 産後ケアを必要とする産後1年未満の母親と
こども。

ケアの
種類 内容

自己負担金

利用期間５回目まで
（公費助成

あり）　
６・7回目

宿泊型 医療機関や助産所に宿泊し、 ケアや指導を受けます。
食事は１日３食付。 1,000円 3,500円 宿泊型と通所

型と訪問型を
合わせて7日
間。連続の利
用ではなくて
もかまいませ
ん。

通所型
医療機関や助産所に通い、ケアや指導を受けます。
時間は９時00分~17時00分までの約８時間。
食事は１日１食付。

0円 2,500円

訪問型 助産師等がご家庭に訪問し、ケアや指導を行います。
時間は9時00分~17時00分までの間の約２時間。 0円 1,200円

※申請時点で住民税非課税世帯、 生活保護世帯の方は無料です。

協力機関名 所在地
電話番号 条件等 産後ケアの種類

宿泊型 通所型 訪問型
ナオミレディース
クリニック

松阪市深長町823番地
TEL：0598-63-0101

自施設で出産した産婦
のみ

◯
4か月未満

◯
4か月未満

南産婦人科 松阪市下村町1041番地
TEL：0598-29-2020

他施設で出産した産婦
も可

◯
4か月未満

◯
4か月未満

ヤナセクリニック 津市乙部5番3号
TEL：059-227-5585

他施設で出産した産婦
も可

◯
4か月未満

◯
4か月未満

セ ン ト ロ ー ズ
ク リニック

津市新町一丁目5番16号
TEL：059-221-5555

自施設で出産した産婦
のみ

◯
4か月未満

◯
4か月未満

三 重 中 央 医 療
セ ンター

津市久居明神町2158番地5
TEL：059-259-1211

自施設で入院継続の児
または産婦のみ

◯
期間は要相談

澄助産院 松阪市船江町566
TEL：080-2587-1863

他施設で出産した産婦
も可

◯
1年未満

（4ヶ月以上要相談）（4ヶ月以上要相談）

（4ヶ月以上要相談）（4ヶ月以上要相談）

◯
1年未満

くつろか助産院 津市久居東鷹跡町185番地8
TEL：059-255-3258

他施設で出産した産婦
も可

◯
1年未満

◯
1年未満

助産院エンジェル
スマイルモモ

伊勢市佐八町2022番地1
TEL：0596-39-1135

他施設で出産した産婦
も可

◯
1年未満

◯
1年未満

産前産後サポート
ハウスせいりき

伊勢市小俣町明野368番地
TEL：0596-72-8814

他施設で出産した産婦
も可

◯
1年未満

◯
1年未満

三重県助産師会
所属助産師

◯
1年未満

（4ヶ月以上要相談）（4ヶ月以上要相談）

（4ヶ月以上要相談）（4ヶ月以上要相談）

利用方法　下記お問い合わせ先にご相談下さい。



「母子保健のしおり」にある「産婦健康診査受診票」を使って産後8週間以内に三重県内
の産科医療機関等で2回健診の助成が受けられます。

里帰り等で三重県外の産科医療機関で産婦健康診査を受診された場合でも、受診後の
申請により費用の全部または一部を助成しています。受診医療機関窓口で健診費用を
支払い後、最後に受診した日から6か月以内に申請してください。

県外で産婦健康診査を受ける場合

生後1か月～4か月の間に、保健師・看護師等の専門職による家庭訪問を実施していま
す。体重・身長の伸びの確認や、育児で気になることをご相談ください。事前に電話で訪
問日の調整をします。市外の里帰り先に訪問を希望の場合はお問い合わせください。面
談・訪問終了後には、「ひよこギフト5万円」を申請していただけます。

赤ちゃん訪問

サポーターがご家庭を訪問し、 育児のサポートを行います。
・育児の不安や妊産婦さんの話の傾聴
・育児 (沐浴、抱っこ、授乳)などの見守りやお手伝い
・きょうだいの遊び相手など
※家事支援は含まれません。

対 象 者

内　　容

利用回数
利 用 料
利用方法

児童手当は、18歳年度末までの児童を養育している方に支給されます。
手当を受けるためにはこどもを養育している親等が住所地の市区町村にて請求手続き
を行うことが必要です。
持 ち 物 　①請求者名義の口座がわかるもの（請求者とは、父母のうち所得が高い方）
　　　　　　②配偶者のマイナンバーが確認できるもの（住民票が市外の場合）
　　　　　　③児童のマイナンバーが確認できるもの（住民票が市外の場合）
申請場所 　こども未来課、各地域振興局地域住民課

松阪市に住民票がある妊婦、産後1年未満の産婦で、専門的な指導やケア
を必要としない方。（妊娠・出産・育児に不安がある方、身近に相談者がい
ない方、育児の見守りやサポートが必要な方など）

出産や育児が不安、誰かに話を聞いてほしい、上の子と遊ぶ時間がない、など妊娠・出産、
子育て等に悩みがある方をサポートします。

こどもが1歳になるまでに10回。1回1時間程度。
無料
次ページお問い合わせ先にご相談下さい。
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産科医療機関等やご家庭において、お母さんの体調管理・乳房のケア・授乳方法・
沐浴等の育児方法の指導・育児の相談・生活のアドバイスを行います。

対 象 　松阪市に住民票があり、 産後ケアを必要とする産後1年未満の母親と
こども。

ケアの
種類 内容

自己負担金

利用期間５回目まで
（公費助成

あり）　
６・7回目

宿泊型 医療機関や助産所に宿泊し、 ケアや指導を受けます。
食事は１日３食付。 1,000円 3,500円 宿泊型と通所

型と訪問型を
合わせて7日
間。連続の利
用ではなくて
もかまいませ
ん。

通所型
医療機関や助産所に通い、ケアや指導を受けます。
時間は９時00分~17時00分までの約８時間。
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訪問型 助産師等がご家庭に訪問し、ケアや指導を行います。
時間は9時00分~17時00分までの間の約２時間。 0円 1,200円

※申請時点で住民税非課税世帯、 生活保護世帯の方は無料です。

協力機関名 所在地
電話番号 条件等 産後ケアの種類

宿泊型 通所型 訪問型
ナオミレディース
クリニック

松阪市深長町823番地
TEL：0598-63-0101

自施設で出産した産婦
のみ

◯
4か月未満

◯
4か月未満

南産婦人科 松阪市下村町1041番地
TEL：0598-29-2020
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◯
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◯
4か月未満

ヤナセクリニック 津市乙部5番3号
TEL：059-227-5585

他施設で出産した産婦
も可

◯
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◯
4か月未満

セ ン ト ロ ー ズ
ク リニック

津市新町一丁目5番16号
TEL：059-221-5555

自施設で出産した産婦
のみ

◯
4か月未満

◯
4か月未満

三 重 中 央 医 療
セ ンター

津市久居明神町2158番地5
TEL：059-259-1211

自施設で入院継続の児
または産婦のみ

◯
期間は要相談

澄助産院 松阪市船江町566
TEL：080-2587-1863

他施設で出産した産婦
も可

◯
1年未満

（4ヶ月以上要相談）（4ヶ月以上要相談）

（4ヶ月以上要相談）（4ヶ月以上要相談）

◯
1年未満

くつろか助産院 津市久居東鷹跡町185番地8
TEL：059-255-3258

他施設で出産した産婦
も可

◯
1年未満

◯
1年未満

助産院エンジェル
スマイルモモ

伊勢市佐八町2022番地1
TEL：0596-39-1135

他施設で出産した産婦
も可

◯
1年未満

◯
1年未満

産前産後サポート
ハウスせいりき

伊勢市小俣町明野368番地
TEL：0596-72-8814

他施設で出産した産婦
も可

◯
1年未満

◯
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三重県助産師会
所属助産師

◯
1年未満

（4ヶ月以上要相談）（4ヶ月以上要相談）

（4ヶ月以上要相談）（4ヶ月以上要相談）

利用方法　下記お問い合わせ先にご相談下さい。


